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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年１１月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年３月１２日 ００時４０分頃 

発生場所 和歌山県日高町日ノ御埼西北西方沖 

 紀伊日ノ御埼灯台から真方位２８５°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５３.６′ 東経１３５°００.５′） 

事故の概要  コンテナ船清浦
きようら

丸は、南南東進中、また、貨物船旭
きょく

洋
よう

丸は、南東

進中、両船が衝突した。 

清浦丸は、右舷船尾部外板に凹損等を生じ、また、旭洋丸は、左舷

船首部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 令和７年３月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ コンテナ船 清浦丸、２,５２４トン 

 １４４５８１、鈴与海運株式会社（Ａ社） 

   １１１.６２ｍ×１７.８０ｍ×８.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,３０９kＷ、令和５年８月 

Ｂ 貨物船 旭洋丸、４９９トン 

   １４０４２３、旭洋海運株式会社（Ｂ社） 

   ７５.５０ｍ×１２.３０ｍ×７.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１８年１１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４２歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１５年３月２６日 

        免 状 交 付 年 月 日  令和５年３月２４日 

免状有効期間満了日 令和１０年３月２５日 

 航海士Ａ１ ３６歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２２年３月３０日 

        免 状 交 付 年 月 日 令和７年１月１６日 

免状有効期間満了日 令和１２年３月２９日 

航海士Ａ２ ２０歳 
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四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 令和６年３月２６日 

        免 状 交 付 年 月 日  令和６年７月１９日 

免状有効期間満了日 令和１１年３月２５日 

航海士Ａ３ ２４歳 

四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 令和３年３月２９日 

        免 状 交 付 年 月 日  令和６年１月３１日 

免状有効期間満了日 令和８年３月２８日 

Ｂ 船長Ｂ ６２歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５９年７月２７日 

        免 状 交 付 年 月 日  令和６年２月７日 

免状有効期間満了日 令和１１年７月２６日 

 航海士Ｂ ６２歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１１年７月５日 

        免 状 交 付 年 月 日  令和６年１２月１０日 

免状有効期間満了日 令和１２年５月３１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損等 

Ｂ 左舷船首部外板に凹損等、左舷船首部フェアリーダーに破損等 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風向 北西、風力 ２、視程 約５Ｍ 

海象：うねり 波向南西、波高約１.０ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ１、航海士Ａ２及び航海士Ａ３ほか８人が

乗り組み、コンテナ１０６ＴＥＵを積載し、法定灯火を表示して、 

レーダー（コースアップ、６Ｍレンジ、オフセンターにより前方が約

９Ｍ映る状態）及び電子海図表示装置（ＥＣＳ）を作動させ、令和７

年３月１１日２０時１５分頃に愛知県名古屋港に向けて阪神港大阪区

を出航した。 

Ａ船は、２３時５０分頃、和歌山県有田市宮崎ノ鼻西方沖で、航海

士Ａ１、航海士Ａ２及び航海士Ａ３が船長Ａから航海当直を引き継ぎ、

針路約１７５°（真方位、以下同じ。）約１３.０ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により日ノ御埼西方沖に向け航

行していた。 

航海士Ａ１は、操舵室の右舷側後方にあるテーブルの前で操舵室全

体を見渡しながら立直し、航海士Ａ２は、同室中央の操舵スタンド前

で操船に当たり、航海士Ａ３は、操舵スタンドの左舷側後方に設置さ

れたレーダー画面及びＥＣＳを監視していた。 

航海士Ａ２は、１２日００時３２分頃、反航船を避ける目的で、操
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舵スタンドにある自動操舵装置を操作し、針路を１６９°とした。 

航海士Ａ２は、００時３５分頃、初めて目視で右舷船首約７０° 

６００ｍ付近にＢ船を認め、航海士Ａ１及び航海士Ａ３に報告し、航海

士Ａ３とレーダー画面を見ながらＢ船の航跡をプロットしてＢ船の動

静を確認したものの、Ｂ船の動静を正確に把握できず、Ｂ船を同航船

と判断し、レーダーの物標追尾機能（Target Tracking、以下  

「ＴＴ」という。）を使用してＢ船の針路及び速力を確認しなかっ

た。 

航海士Ａ２は、Ｂ船の動静を航海士Ａ３に相談したとき、同航船で衝

突する危険性はないと聞いたので、そのままの針路及び速力で操船を

続けた。 

航海士Ａ１及び航海士Ａ３は、レーダーと目視でＢ船の存在を確認し

たとき、同航船であり、Ａ船がＢ船を追い抜いていくと思い込み、全

く衝突の危険を感じず、また、Ｂ船以外にＡ船の航行の支障となる他

船を認めなかったので、航海士Ａ２を操舵室に残し、私物を取りに操

舵室を離れた。 

航海士Ａ２は、操舵室に１人残されたとき、不安に思ったが、自分

の上の立場にいる者に意見を述べることに気後れし、航海士Ａ１及び

航海士Ａ３に、単独で当直に就くことが不安である旨を申し出ること

ができなかった。 

航海士Ａ２は、ベアリングを測るなどして衝突のおそれを判断しな

いままＢ船の動静に注意を向けていたものの、Ｂ船の接近にどう対処

して良いか分からないまま同じ針路及び速力で操船を続け、至近と 

なったＢ船から投光器の光を照射されて気が動転し、避航動作をとる

ことができず、００時４０分頃にＡ船の右舷船尾部とＢ船の左舷船首

部とが衝突した。 

航海士Ａ１は、操舵室に戻ったとき、右舷至近にＢ船を視認して衝

突する直前であり、どうすることもできなかった。 

船長Ａは、自室で休憩中、衝撃を感じて直ちに昇橋し、航海士Ａ１

及び航海士Ａ２に状況を聞いてＡ船とＢ船とが衝突したことを確認

し、直ちに主機を中立とした。 

船長Ａは、昇橋してきた乗組員にＡ船の損傷状況の調査を命じ、海

上保安庁に本事故の発生を通報するとともに、Ａ社の運航責任者に 

本事故の状況を報告しようとしたが、連絡に手間取り、ようやく０１

時２０分頃Ｂ船に国際無線電話（ＶＨＦ）で連絡を取った。 

Ａ船は、海上保安庁の指示により、その場に停泊し、来援した巡視

船に先導され、０９時５０分頃に和歌山下津港下津区に着岸し、日本

海事協会の検査員による調査の結果、航行に支障なしとの判断に基づ

き、１８時５０分頃に同港を出航して１３日２１時１０分頃に京浜港

横浜区に入港し、荷揚げを行った。 
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Ａ船は、その後、３月２４日広島県尾道市所在の造船所に入渠
きょ

し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、コンテナ３５Ｔ

ＥＵを積載し、法定灯火を表示して、レーダー（コースアップ、６Ｍ

レンジ、オフセンターにより前方が約９Ｍ映る状態）及びＧＰＳプ 

ロッターを作動させ、１１日０６時５０分頃に千葉県千葉港に向けて

山口県徳山下松港徳山区を出航した。 

Ｂ船は、２２時４０分頃、徳島県鳴門市南東方沖で、航海士Ｂが船

長Ｂから航海当直を引き継ぎ、ＧＰＳプロッター画面に表示された予

定航路に沿って、針路約１３８°速力約１１.３kn で自動操舵により

日ノ御埼西方沖に向け航行していた。 

航海士Ｂは、２３時４０分頃、レーダーのレンジを広くして周囲の

船舶の状況を確認したところ、左舷船尾方約１０Ｍに友ケ島水道から

日ノ御埼方面に向かって南進するＡ船を認め、Ａ船の動静をプロット

して確認したところ、Ａ船が針路約１７５°速力約１３.５kn であ

り、Ｂ船の船首方を通過すると思い衝突の危険を感じず、また、Ｂ船

の航行に支障となるような他船を認めなかった。 

航海士Ｂは、ＧＰＳプロッター画面に表示されていた予定航路のと

おり航行することとし、１２日００時１０分頃に再びレーダーでＡ船

の位置を確認したところ、Ａ船とＢ船との方位間に方位変化はなく、

距離が約５Ｍになったことを確認したが、この時も約３０分前に確認

したＡ船の動静を信じ込み、Ａ船がＢ船の船首方を通過すると思って

いた。 

航海士Ｂは、００時１０分頃レーダーでＡ船との相対位置を確認し

たのち、目視でＡ船を確認し、レーダーによる監視を継続して行わな

かったので、Ａ船が００時３２分頃に反航船を避けるために左舵を 

取ったことに気付いていなかった。 

航海士Ｂは、Ａ船がＢ船の左舷方をＢ船の針路と交差するように針

路差約３０°で南進しており、Ｂ船が海上衝突予防法上の針路保持船

であることにとらわれ、危険を感じるまで針路を保持し、また、右舷

船首約１０°約３Ｍに反航船を認めていたので、右舵を取ることを

躊躇
ちゅうちょ

していた。 

航海士Ｂは、Ａ船が次第に接近してきたが、いずれＡ船がＢ船を避

けると思い、針路及び速力を保持した。 

しかし、Ｂ船が更に接近してきたので、危険を感じてＡ船に注意喚

起のために投光器の光を照射し、慌てて右舵を取ったが間に合わず、

００時４０分頃Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、自室で休憩中に衝撃を感じて直ちに昇橋し、航海士Ｂに

確認したところ、Ａ船と衝突した旨の報告を受け、主機を中立とし、

昇橋してきた乗組員全員にＢ船の損傷状況の調査を命じ、海上保安庁
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に本事故の発生を通報するとともに、Ｂ社に報告したところ、自船の

現状の確認と相手船へ連絡するよう指示を受け、Ａ船にＶＨＦで連絡

を取った。 

船長Ｂは、海上保安庁から巡視船が到着するまでその場で停泊する

よう指示があり、その後来援した巡視船に先導されて１０時１０分頃

に和歌山下津港和歌山区に着岸し、和歌山運輸支局の検査官による調

査の結果、航行に支障なしとの判断に基づき、１７時２０分頃に同港

を出航して１３日２０時５０分頃に千葉港に入港し、荷揚げを行っ

た。 

Ｂ船は、その後、４月４日尾道市所在の造船所に入渠した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船、写

真４ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 航海士Ａ２は、令和６年３月に国立海技短大を卒業し、Ａ社に入社

して１年足らずであり、船長Ａ、社内規定に基づく航海当直の指導責

任者である航海士Ａ１及び先輩の航海士Ａ３の指導を受けながら、見習

航海士として乗船していた。 

Ａ船では、基本的に２人以上の当直制で運航していたが、船長の判

断で、周囲に危険がないと考えられるときは、少しの時間であれば単

独で当直させることもあった。 

Ａ社は、最近運航を開始したＡ船のような大型船では、習熟を認め

るまでは単独での当直を認めない方針であったが、Ａ社が策定してい

た新人船員教育プランでは、単独当直で運航する小型の船舶を想定し

ており、単独当直を繰り返して責任感を持たせる旨が記載されてお

り、大型船を想定した内容になっていなかった。 

また、Ａ社は、新人船員教育プランを各船に配布していたものの、

船長Ａがその存在を知らなかった。 

Ａ社では、１人当直制で運航している船舶が多く、ＢＲＭ（Bridge 

Resource Management）の研修を実施していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、日ノ御埼西北西方沖を南南東進中、航海士Ａ２が、Ｂ船に

注意を向けていたものの、Ｂ船の接近にどう対処して良いか分からな

いまま同じ針路及び速力を保持したことから、至近となったＢ船から

投光器の光を照射されて気が動転し、避航動作をとることができず、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａ２は、Ｂ船の動静を航海士Ａ３に相談したとき、同航船で衝

突する危険性はないと聞いたことから、ＴＴを使用してＢ船の針路及
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び速力を確認せず、そのままの針路及び速力で操船を続けたものと考

えられる。 

航海士Ａ１及び航海士Ａ３は、レーダー画面を見ながらＢ船の航跡を

プロットしてＢ船の動静を確認したところ、同航船であり、Ａ船が追

い抜いていくと思い込んだことから、衝突の危険を感じず、航海士 

Ａ２を操舵室に残し、私物を取りに操舵室を離れたものと考えられ

る。 

航海士Ａ２は、操舵室に１人残されたとき、不安に思ったが、Ａ社

でＢＲＭ研修を受けたことがなかったことから、操舵室での情報共有

の重大さを理解できず、自分の上の立場にいる者に意見を述べること

に気後れし、航海士Ａ１及び航海士Ａ３に申し出ることができなかった

ものと考えられる。 

Ａ社では、１人当直制で運航している船舶が多かったことから、 

ＢＲＭの研修を実施していなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、日ノ御埼西北西方沖を南東進中、航海士Ｂが、Ａ船が次第

に接近してきたが、Ｂ船が針路保持船であると思ったことから、いず

れＡ船がＢ船を避けると考え、注意喚起の汽笛を鳴らさず、同じ針路

及び速力で操船を続けたものと考えられる。 

航海士Ｂは、右舷船首約１０°約３Ｍに反航船を認めていたことか

ら、Ａ船との衝突を回避するために右舵を取ることに躊躇していたも

のと考えられる。 

航海士Ｂは、００時１０分頃レーダーでＡ船との位置関係を確認し

た際、Ａ船がＢ船の船首方を通過すると思ったものの、その後目視の

みでＡ船を確認し、レーダーで継続して監視しなかったことから、Ａ

船が反航船を避けるために左舵を取って変針し、衝突のおそれが生じ

たことに気付いていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、日ノ御埼西北西方沖において、Ａ船が南南東進

中、Ｂ船が南東進中、航海士Ａ２が、接近するＢ船を認めた際、Ｂ船

の方位変化をコンパスで測定したり、レーダーを使用したりしてＢ船

の動静を正確に、かつ、継続的に監視しないまま針路及び速力を保持

したため、接近するＢ船から投光器の光を照射されたことで気が動転

し、避航動作をとることができず、また、航海士Ｂが、Ａ船がＢ船の

船首方を通過すると思い、Ａ船の動静をレーダーで継続的に監視する

等適切な見張りを行わなかったため、Ａ船の変針に気付かず、Ａ船に

対する避航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、新人船員教育プランを見直し、１人当直制で運航できる基

準及び手続きを見直すとともに、運航する全船に航海当直要領につい

て再教育を実施した。 

Ｂ社は、船長により乗組員に対して、当直要領、危険回避措置等に

ついて再教育を実施した。 
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今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、他船と針路が交差する際は、完全に安全が確保で

きるまで他船の動向をレーダー等で継続的に監視すること。ま

た、危険と判断される場合は、ＶＨＦ等により他船と操船意図を

相互に確認すること。 

・船舶の運航者は、船舶の乗組員に対してＢＲＭについて教育を実

施し、操舵室内の認識共有の重要性について十分理解させるこ

と。 

・船長は、見習航海士が航海当直に入る際には、指導等に当たる航

海士をつけ、また、見習航海士を単独で当直に入れるかどうか判

断する際には、自身で見習航海士の能力等をあらかじめ適切に見

極めること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時  刻 船  位※ 船首方

位※

（°） 

対地針

路※

（°） 

対地速力

（kn） 
（時：分：秒） 北  緯 東  経 

  （°－′－″） （°－′－″） 

0:35:07 33-54-45.4 135-00-13.6 168 168.7 12.9  

0:35:18 33-54-43.3 135-00-14.1 168 168.5 13.0  

0:35:28 33-54-40.9 135-00-14.7 169 168.8 12.9  

0:35:37 33-54-39.0 135-00-15.1 168 169.4 13.0  

0:35:48 33-54-36.7 135-00-15.7 168 169.1 13.0  

0:35:57 33-54-34.7 135-00-16.1 168 168.8 13.0  

0:36:07 33-54-32.6 135-00-16.7 168 168.5 13.1  

0:36:17 33-54-30.4 135-00-17.2 168 168.4 13.1  

0:36:28 33-54-28.1 135-00-17.8 168 168.7 13.0  

0:36:37 33-54-26.1 135-00-18.2 169 168.9 13.1  

0:36:48 33-54-23.7 135-00-18.8 168 169.4 13.2  

0:36:57 33-54-21.8 135-00-19.2 168 169.3 13.0  

0:37:07 33-54-19.7 135-00-19.7 168 169.4 12.9  

0:37:17 33-54-17.5 135-00-20.2 168 169.2 13.0  

0:37:28 33-54-15.2 135-00-20.7 168 169.0 12.9  

0:37:37 33-54-13.2 135-00-21.2 169 169.0 13.1  

0:37:48 33-54-10.9 135-00-21.7 169 169.4 13.0  

0:37:57 33-54-08.9 135-00-22.1 168 169.7 13.0  

0:38:07 33-54-06.8 135-00-22.6 168 169.1 13.0  

0:38:17 33-54-04.6 135-00-23.1 168 168.7 13.0  

0:38:28 33-54-02.3 135-00-23.7 168 168.1 13.0  

0:38:39 33-54-00.1 135-00-24.3 168 168.3 13.1  

0:38:48 33-53-58.0 135-00-24.8 169 168.6 13.0  

0:38:57 33-53-56.1 135-00-25.2 169 168.8 13.0  

0:39:07 33-53-53.9 135-00-25.7 169 169.2 12.9  

0:39:17 33-53-51.8 135-00-26.2 169 169.2 12.9  

0:39:28 33-53-49.6 135-00-26.6 169 169.4 12.9  

0:39:39 33-53-47.3 135-00-27.2 169 169.5 12.9  

0:39:49 33-53-45.1 135-00-27.6 169 169.4 12.8  

0:39:57 33-53-43.2 135-00-28.1 169 169.3 13.0  

0:40:07 33-53-41.1 135-00-28.6 169 169.1 12.8  

0:40:17 33-53-39.0 135-00-29.0 168 169.2 12.7  

0:40:28 33-53-36.9 135-00-29.5 168 169.2 12.7  

0:40:39 33-53-34.6 135-00-30.1 168 169.0 12.6  

0:40:49 33-53-32.5 135-00-30.6 168 168.7 12.8  

0:40:57 33-53-30.6 135-00-31.0 168 168.7 12.7  

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船

首から９８ｍ、船尾から１４ｍ、左舷から５ｍ、右舷から１３ｍであった。また、対地針路及び

船首方位は真方位である。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 

 

（Ａ社提供）    



 

- 11 - 

写真３ Ｂ船 

 

                               （Ｂ社提供） 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 

 

                                 （Ｂ社提供） 

 


